
第� 14号の� 2様式(第� 20条関係)

佐世保市指令4廃指第� 11号

一般廃棄物処分業許可証


住所 長崎県佐世保市天神町� 1 746番地

名 称 有限会社エム・イー・ シ一

代表者の氏名 代表取締役海野泰兵

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第� 7条第� 6項の許可を受けた者であることを

証する。

佐世保市長 朝 長 則

許可の年月日 令和4年4月1日

許可の有効年月日 令和� 6年3月3 1日� 

1.事業の範囲

処分の方法 中間処理(焼却)

一般廃棄物の種類 燃やせるごみ(このうち、特別管理一般廃棄物であるものを除

き、米海軍から排出される食糧廃品に限る。)� 

2.事業の用に供するすべての施設

施設の種類 ごみ処理施設(焼却施設)

設置場所 佐世保市天神町� 1 745番� 2

設置年月日 平成� 1 2年� 1月1 7日

処理能力� 610 kg/日� (13時間)、� 46.9 kg/時� 

3. 営業の区域

佐世保市内一円(植物防疫法に基づく処理。)� 

4.許可の条件

①「様式第七号の� 5J に記載の「環境保全措置Jを遵守すること。

②貴事業場の焼却炉から排出されるばいじん及び焼却灰その他の燃え殻を本市の

一般廃棄物処理施設に搬入するにあたっては、ダイオキシン類対策特別措置法

(平成 11年法律第� 105号)の規定に基づき処分できるよう、あらかじめ

必要な処理を行うこと。(但し、ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれ

るダイオキシン類の量が、� 1グラムにつき� 3ナノグラム以内である場合は、こ

の限りではない。)

(裏面へ)



5. 


2 8 iド4月 1日 

3 0部 4丹 1日 

2年 4丹 1住 

4i手4丹 1日 
5年 3月7日


